
日新の海外引越サービス

日本人担当による下見・お見積りサービス

梱包資材の無料事前配送

お引取り作業は、らくらくパックとなっております。

壊れやすい物はもとより、全ての梱包をお任せください。

メキシコのご自宅からの引取りから、日本のご新居までの配達

Door to Door サービス

日本でのトランクルーム保管家財のご配達もお任せください！

海外引越・保管家財の窓口は、当社１社ですみます！

御社の規定上、配送自体はお荷物の保管をされている業者が

作業をしなければいけない場合でも、当社が窓口で

お手伝いを致します。



１. 引越しの依頼
海外から日本への引越しは、思ったより時間が掛かる

ものです。従って、会社からの通達がありましたら、すぐに

準備を始めてください。

日本への帰国予定がお決まりになりましたら、会社の

総務担当の方とご相談の上、日新までご連絡ください。

所要日数
船便 70日～80日前後

航空便 約20日
下記の理由により遅れることがあります。

1.天候による輸送機関の遅れ
2.ストライキが発生した場合
3.年末年始（日本税関が休みに入るため）
4.輸入通関には、別送品申告書が必要となり、

その書類がないと通関できません。
船便 入国後２週間程度
航空便 入国後７日程度



2.  引越日程（帯同サンプル）

会社から帰国の通達

日新へ電話
（日程等の打ち合わせ）

下見
（所要時間１時間半程度）

荷造り・引越し準備

ご帰国

荷造り・引越し準備

船便一便出荷

船便二便・航空便出荷

航空便配達

船一便配達

船二便配達

70日前

60日前

30日前

2～5日前

6～7日後

35～45日後

70日後

下見の内容
1.物量確認
2.会社規定の説明
3.日程
4.書類手続きの説明
5.梱包資材配達

必要書類作成
・DVDリスト
・保険リスト

別送品申告書提出

日本の担当者より
それぞれの便の

通関準備が整った時に、
配達のお打ち合わせで

ご連絡を致します。

起算日

必要書類作成

・公共料金請求書コピー
・パスポートコピー

・ビザコピー
・E-TICKET COPY



引越日程（単身サンプル）2.  引越日程（単身サンプル）

会社から帰国の通達

日新へ電話
（日程等の打ち合わせ）

下見
（所要時間１時間半程度）

荷造り・引越し準備

ご帰国

航空便配達

６０日前

30日前

2～5日前

6～7日後

65～75日後

下見の内容
1.物量確認
2.会社規定の説明
3.日程
4.書類手続きの説明
5.梱包資材配達

別送品申告書提出

日本の担当者より
それぞれの便の

通関準備が整った時に、
配達のお打ち合わせで

ご連絡を致します。

起算日

必要書類作成

・公共料金請求書コピー
・パスポートコピー

・ビザコピー
・E-TICKET COPY

船便便・航空便出荷 必要書類作成
・DVDリスト
・保険リスト

船便配達



3.   荷物の仕分け

機内に無料で持ち込めるお荷物。

重量制限は無いですが、大きさに制限が
あります。

貴金属やアクセサリー・通帳等貴重品は、
必ず機内へ持ち込みください。

航空会社カウンターチェックイン時に預ける
スーツケース等のお荷物。

重量・大きさに制限があります。範囲内なら
ば、無料。重量オーバーは、追加料金が掛

かります。

輸送日数は、お引取りから配達まで

約15日間。

ただし、通間の関係上、お客様の日本入国後

配達まで6日程度掛かります。

宅配便のように、ダンボールで発送となります
ので、食器やパソコンなどの家電製品等壊れ

物は極力船便をご利用ください。
お急ぎの度合いの最も低いものや
家具等大物、壊れ物は、極力船便を
ご利用ください。

輸送日数は、

約70日。（入国後最低2週間程度）

高

低

航空会社

預け荷物

機内持ち込み

航空便

船便

急
ぎ
度

携帯荷物

別送荷物
（引越し）



4. お荷物の量(会社規定）

引越しにあたり、会社規定（またはご予算）に収まるか、下見で確認致してます。

できる限り正確に見積りをするために、生活されているままの状態で結構です。

日本へ送るもの、メキシコで譲るもの廃棄処理するもとに仕分けをお願い致します。

食器や本等で棚に入っているものや点数が多いものについては、棚に入っている３割を

持ち帰ると言った形で、目安の量を頂ければ結構です。

会社規定 船便 CFT
会社規定 航空便 KGS
保険上限： ドル

船便

200ＣＦＴ 100ＣＦＴ 80ＣＦＴ

段ボール
40箱程度

段ボール
20箱程度

段ボール
15箱程度

+ + ＝580ＣＦＴ

200ＣＦＴＸ2 + 100ＣＦＴ + 80ＣＦＴ
段ボールで

約120箱

航空便

航空便の場合は、重量での換算になります。重量は、実際に秤で量った重さ
と箱の大きさで量る容積重量のどちらか大きい重量を使用することになります。

9ＫＧＳ 16ＫＧＳ 28ＫＧＳ 24ＫＧＳ

Ｓ箱 Ｍ箱 Ｌ箱 Ｌay Down箱



5. 梱包（荷造り）・ご準備

日新では、通常荷物の引取り日に私どもの作業員で梱包致します。

事前に梱包されることをご希望の場合は、下記の点についてご注意ください。

また、ダンボールの上蓋は閉めず、梱包員が確認出来るようにダンボールの上蓋は

閉めないようにしてください。

1.同じ種類のものは、できるだけ同じ箱に入れる。

2.重いものはできるだけ小さな箱を使用ください。

（本・雑誌やビデオテープ等）

3.大きな箱（L箱）が重くなりすぎないように注意ください。

4.段ボールに、マジックでお客様のお名前、内容品目を記入ください。

（日本の税関検査の際、箱の内容が必要になります。）

内容品目は、抽象的な表現（雑貨・小物・日用品等）は使用しないでください。

5.箱に隙間を作らないように箱詰めしてください。どうしても隙間ができてしまう場合は、

タオル・衣類又は上をお詰めください。こうすることにより、箱の中身が動かず、

壊れ物を未然に防ぐことができ、中身がくしゃくしゃになるのも防げます。

特に壊れ物を梱包される際は、箱の底と上に、クッション材をお入れください。

6.お引取り梱包終了後、当社にて通関用のパッキングリスト（お荷物明細）

を作成致します。その際通し番号をつけますが、お客様の整理番号とは

関連がありません。当社の番号と見間違わないように、必ずアルファベットを

使用ください。

7.税関検査に対象になる、申請する、ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ、CD、カセット、DVDは、
まとめて、梱包し作業当日の朝に立会い者に、お知らせ下さい。



6. 荷造りの方法

書籍類

雑誌、小説、漫画など、本
のサイズごとにわけ、S箱に

入れてください。その際、重
量にご注意ください。１人で
運べる重さが目安です。

食器・陶器類

箱の底に緩衝材を敷き、
食器と食器の間に梱包紙
を挟み、数枚重ねてから包
みます。お皿は縦に入れる
と割れにくくなります。
（下記を参照ください）

ビン類

しっかり栓をし、梱包紙で巻
きます。箱に入れた際、中
で動かないように、隙間に
緩衝材を入れます。

箱を閉じたら、

外に矢印をつけ、箱の向き
がわかるようにします。

包丁・鍋類

包丁は、刃の部分を紙で巻
き、テープで止めます。

箱に入れる際は、

開けた時に

わかりやすいところに

入れます。なべ類も間に緩
衝材を挟み、大きい順に重
ねてください。

電化製品

箱の底に緩衝材を敷き、
中で動かないように横にも
緩衝材を入れます。
テレビ画面部分には、
バブルラップなどを使って、
厳重に梱包します。元箱が
あるものに関しては元箱を
使用します。中の電池は取
り除いてください。

オーディオ・パソコン

各配線を取り外すときに、
それぞれ配線と接続されて
いた場所に番号を振ってお
くと、組み立てるときに便利
です。コンピューターはオリ
ジナルの箱に入れます。

貴重品

現金・宝石・有価証券・通帳
や印鑑などの貴重品は、必
ず機内持ち込みをし、ご自
身で管理してください。

ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオ

テープ

数箱にまとめ、多くの箱に
散らばさないで下さい。

税関検査が発生致します。

Ｓの箱をご使用下さい。

 

1.同じサイズの

お皿を用意し、
お皿を1枚、梱

包紙の上に起
きます。

2.お皿の上に
紙を2～3枚の
せます。

3.同じサイズの

お皿を重ね、手
順２と３を繰り
返します。３～
４枚くらいが適
当です。

4.お皿を包みま

す。紙は２～３
枚くらい使って
ください。

5.包み紙が

開かないように
テープで止め
ます。



7. 引越し当日

お住まいの街やお引取りする物量によって違いますが、作業は通常朝9時または

１０時ぐらいから作業を開始致します。

作業時間短縮のため、予め出荷するものとしないものを明確に区別して頂き、

ﾎﾟｽﾄｲｯﾄ等で目印をして頂くとｽﾑｰｽﾞに作業が進行出来ます。

作業開始前に、日本人担当がお荷物の再度確認をさせて頂きます。

その際に、記念品や非常に壊れやすいもの等、梱包に注意が必要なものがあり

ましたら、予めその旨お伝えください。

当日、お客様にご準備頂く事は、

1.お荷物の明確な仕分け。

2.保険リスト作成。

3.DVDリスト作成。

事前にご用意いただく書類

パスポートコピー(顔写真のページ) ビザコピー両面 （FM3 ）

水道またはガス代のご請求書コピー、E-チケットコピー

お荷物明細書につきましては、作業時、作成致します。

1.引越日に引越し以外の大きな作業（レンタル家具の移動・家の修理や

カーペットクリーニング等）が重ならないように日程をご調整ください。

2.お荷物は各部屋毎に整理頂き、全てのお荷物を一部屋にまとめることは

避けてください。（作業場所確保の為、再度お荷物を移動する必要が

でてきます）

3.現金・重要書類・通帳・貴金属や航空券・パスポート等は、引越し荷物に混ざらない
よう、保管に十分注意をして下さい。

4.ビデオテープ（DVD)・・ドライフラワーといった品物は税関検査の対象となっておりま
す。当社もどの箱に入ったのか把握する必要がございますので、一まとめにしてい
ただくか、お箱にお詰め頂いた際は、必ず箱に明記頂き、担当者へお伝えください。

5.壊れ物については、必ず見えるように整理してください。段ボールの中や透明でない
袋に入れないでください。（気づかずに動かし、破損してしまうこともありえます）

注意！！



8. 日本でのお手続き

《別送品申告書の提出》
日本でのお荷物輸入通関の為には、別送品申告書をご提出しないと通関が

できません。別送品申告書は、業者が代理で申告をできない書類であり、

お客様が日本に入国され、手荷物税関を通る時に、税関へ提出頂く書類です。

空港税関にて、手荷物税関（スーツケースのチェックを受けるところ）へ

２枚とも提出してください。その２枚のうち、１枚に税関が承認印を押して、

お客様へ返却致します。

税関を通ったあと、各空港の到着ロビーに、

QLライナー（成田空港）●JAL/ABC（関西空港）●JAL/ABC（中部国際空港）

ANAスカイポーター（羽田空港）の各弊社、

提携業者に書類受け渡しカウンターがございますので、そちらへお立ち寄って頂き、

税関から返却された１通をご提出ください。その場で、パスポートのコピーを

取らせていただき、手続き終了となります。

税関の承認印がないと、無効ですので、必ずお忘れの無いようにご注意

ください。（後日の提出はできず、入国されたその時しか申告はできません）

税関へ提出するのを忘れてしまった場合は、後日別の書類を一筆書いていただくことに

なります。（税関宛ての願い書になります）

書類が無いと通関できませんので、お忘れになったのに気づきましたら、

至急日新 担当へご連絡ください。必要書類や郵送先の案内を致します。

書類受け渡しカウンターへ寄れなかった場合は、日新へご郵送頂く事になります。

その際、パスポートのコピー（全ページ）をご一緒に書類宅配便もしくは、郵便書留にて

発送ください。（紛失防止のため）

忘れてしまった場合



9 .荷物の配達

輸入通関が済みますと、新居への配達となります。

通常、航空便・船便共に通関の準備が整ったときに初めて、日新よりご連絡しております。

事前にお荷物の予定を把握されたい時は、日本の日新担当へ連絡ください。

航空便

航空便の配達は、宅配便での配達となります。

日にち指定は可能ですが、お時間の指定は不可と
なる可能性が御座います。また、玄関にてお荷物を
引渡しとなります。

船便

船便は、お部屋までの搬入となります。

搬入時にご指示いただいた場所まで搬入し、
引取時、弊社で分解した家具等の大物や組
み立てが必要あものがあれば、梱包を解き、
組み立て・設置を行います。

配達終了後は、船便で１ヶ月、航空便
で１週間を目安に、お荷物の中を全て
ご確認ください。お荷物が到着していな
い・破損等がございましたら、
日新の担当へご連絡ください。

また、配達後すぐに納戸等で保管に
なってしまうものでも、中身だけは必ず
ご確認ください。お時間が経ってしまい
ますと、ご対応できないこともあります。



A. 禁止または制限品目

a.貴重品類：現金、通帳、有価証券、宝石などの貴金属。

b.危険品：ガスボンベ、スプレー類ベンジン等の可燃性
また爆発の可能性のあるもの

a.あへん・コカイン等の麻薬

b.通貨または証券の偽造品・模造品。

c.写真・フィルム・ビデオテープや雑誌等のポルノグラィー。

d.偽ブランド商品など知的財産権（商標権、特許権、

実用新案権、意匠権、著作権または著作隣接県）を
侵害する物品

a.全ての食品（薬品含む）はメキシコの輸出通関にて
没収されてしまいます。

お口に含めるものについては引越し貨物に入れるこ
とが出来ませんのでご了承下さい。

a.土・砂がついた植物、根がついたものは
輸入を禁止されております。

b.植物の種や殻がついたアクセサリーや

松ぼっくりのついたリース・ドライフラ
ワー・ポプリは、植物検疫を受け、害虫
がいなければ、輸入可能です。

引越荷物に入れられないもの

輸入禁止品

動物検疫関係

植物検疫関係



B. ワシントン条約関係

ワシントン条約は、野生動物の
国際取引を規制して、絶滅
のおそれのがある動物を保
護することを目的とした条
約で、日本はじめ８７ヶ国が
加盟しています。わが国で
もこの条約を守るため、お
土産などとして持ち込まれ
る野生動植物やその加工
品についてかなりの部分、
規制の対象としており、決
められた輸出許可書や輸
入許可書がないと輸入でき
ません。

サル類
オウム類 セキセイインコ・オカメインコを除く全種

植物 ラン全種・サボテン全種・ソテツ全種他
その他

毛皮

ハンドバック
ベルト・財布

剥製 ワニ全種・ワシ・タカ・ゴクラクチョウ
象牙 インドゾウ・アフリカゾウ

その他

生きてい
る動植物

加工品・
製品

トラ・ヒョウ・チーター等猫科の動物・オオカミ・
クマ（一部）・シマウマ（一部）等
ワニ全種・ヘビ（一部）・トカゲ（一部）・カメ（一
部）・ダチョウ（一部）等

トラ・ライオンの爪・クジャク（一部）の羽・
オウムの羽飾り・チョウ（一部）の標本

ワニ・タカ・リクガメ・カメレオン・オオサンショウウオ等

全種

日本への持込が規制されているもの（代表例）



C． その他の輸入規制品

拳銃・モデルガン・エアガン・刃渡り5.5cm
以上の刃物（台所包丁を除く）・模造ナ
イフについては、公安委員会の所持許
可を受けるなど所定の手続きをとった
後でなければ、通関できません。

化粧品

1品目あたり24個までの制限が御座
います。

対象が広く、石鹸（固形石鹸・ハンド
ソープ等）やコンタクト洗浄液も入りま

す。

銃砲刀剣類

化粧品



ご帰国の皆様へ

Nistrans Internacional de  Mexico S. DE R.L. DE C.V.
セラヤ支店

海外での生活を終え、いよいよ日本へ帰国されるわけですが、引越の計画は
お立てになりましたでしょうか？
日本への帰国に当り、海外という特殊事情もあって、引越の準備が煩わしく

感じられるかと思い、この案内書が多少なりともお役に立てればと思い、作成を
致しました。

当社は、2012年に総合輸送会社としての支店を開設し、引越業務
及び商業貨物の輸送をお手伝いしており、中央高原地域各地のお客様よりご愛顧頂いて
ます。

現在、下見等のお打ち合わせ・引越作業・業務

を行っております。お引取りは、らくらくパックサービスも行っており、

壊れ物はもとより、全ての梱包をお任せください。

日本側は、親会社である㈱日新（東証１部上場）と連携し、日本全国への配達を
行っております。

通常のお引越に関してはもとより、動物・車両の輸送また譲渡家具の輸送等に
ついてのご質問・ご相談がございましたら、下記へお気軽にお問い合わせください。

ご帰任の際は、ぜひとも日新をご用命賜りますようお願い申し上げます。

e-mailでの日本語での連絡も受け付けております。

福本 智成 ( 携帯 : 461-110-0370 ) tfukumoto@nistrans.com.mx
高橋 幹一郎 ( 携帯 : 461-254-3502 ) ktakahashi@nistrans.com.mx


